
人材－様式第１号 

 

 

令和   年   月   日 

 

唐 津 商 工 会 議 所 

会 頭 木 下 修 一 様 

 

        所 在 地 

    申請者 事業所名 

        代表者名              

 

人材育成事業費補助金交付申請書 

 

 令和８年度「唐津商工会議所人材育成事業費補助金交付要綱」を承諾し、下記のと

おり申請致します。 

 

記 

 

 

１．受講者の氏名     

                 

２．受講者の生年月日                年   月   日（   歳） 

 

３．研修機関の名称 

 

４．研 修 期 間     令和   年   月   日（  曜日）から 

              令和   年   月   日（  曜日）まで 

  

５．研 修 受 講 料                   円 

 

６．補助金の振込先 

   ①金融機関名           銀行（金庫）        本店・支店 

   ②預 金 種 別 

   ③口 座 番 号 

   ④預金名義人 

 

○印  



 

令和８年度 唐津商工会議所人材育成事業費補助金交付要綱 

 

（目 的） 

第一条   この要綱は、唐津商工会議所会員事業所の経営者等の資質の向上並びに

経営環境変化に対応できる人材育成を図る為に、公的機関等の実施する人

材育成研修受講等に対して、その経費の一部を補助する事を目的とする。  

      具体的な補助金については、以下の事項に定めるところによる。 

 

（補助交付の対象） 

第二条   補助金の交付対象は下記の各号の条件を満たす者とする。 

（１）唐津商工会議所の会員事業所経営者及び従業員  

（２）中小企業大学校、佐賀県産業技術学院、佐賀県地域産業支援セン

ター、唐津ビジネスカレッジおよび、その他事務局長が特に認め

た機関が実施する人材育成研修過程を修了した者 

（３）当所年会費を完納している事業所（法人 １２,０００円以上、  

個人 ６,０００円以上） 

           

（補助対象経費） 

第三条   補助金の交付対象となる経費は、受講料（研修実費）のみとする。 

 

（補助金の額） 

第四条   補助金の交付額は、上記補助対象経費（受講料）の２分の１以内とする。 

      また、一会員事業所への交付限度は、年間３万円以内（但し、年会費額

を上限）とする。 

 

（補助金の申請） 

第五条   補助金の交付を受けようとする者は、研修終了後１ヶ月以内に下記各号

の必要書類を添付し提出する。 

（１）人材育成事業費補助金交付申請書（別紙 人材－様式第１号） 

      （２）修了証書（研修過程を修了したことが証明できる物） 

（３）受講料支払関係書類（受講料の支払を証明できる物）  

 

（補助金の交付） 

第六条   前条（補助金）の申請があった時は、その内容を審査し、事務局長が適

当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、「人材育成事業費補助

金交付決定通知書」（別紙 人材－様式第２号）により、申請者に通知する

とともに、補助金を交付する。 



      ただし、補助金の申請の受付けは、令和８年４月１日より開始し、予算

の額に達した場合は受付けを終了する。 

 

（補助金の返還） 

第七条   補助金の交付を受けた者が、次の各号の一つに該当するときは、直ちに

補助金の返還を求めることができる。 

（１）申請の内容に虚偽があることが判明したとき。 

（２）その他事務局長が返還を求めるに値する事由等が判明したとき。 

 

＜ 附 則 ＞ 

  １．この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  ２．本要綱における事務関係は、唐津商工会議所総務企画課において行う。 

 


